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「松 下政 治 学 」 と新 しい政 治

一市民起点の 「国会内閣制」の現実的可能性一

新 田 和 宏1

1.概 要

2009年8.月30日 の衆議 院総選挙 の結 果、わが国において戦後政 治史上、初めての本格 的な政 権交代が

実現 した。その新政権が 目指す統治 レジー ムは、松 下圭一が唱導 して きた 「国会 内閣制」に ほかな らない。

そ こで、本稿 は、 「松 下政治 学」の核 心的立論 とい うべき、 「官僚内閣制 」か ら市民起点の 「国会内閣制」

へ の転換 、とい う立論 に焦点を絞 り、「松下政治学」に内在 しなが ら、かつ また 「松 下政 治学」 を敷術 しな

が ら、市民起 点の 「国会 内閣制 」にっいて、その意 味を問い直 してみ る。 また、本稿 は、市民起点の 「国

会 内閣制 」とい う統治 レジー ムが、「新 しい政治」の第二局面 とい う文脈 において、如何 な る現実的可能性

を拓 くのか、その点についての省 察 も併せ て試 み る次第であ る。

2.「松 下政治学」への着眼

1929年8月19日 生まれ(本 稿執筆時80歳)の 政 治学者 、松下圭一のいわゆ る 「松 下政 治学」に対 し、

何故 に今 日において興味を示す ものなのか、 この点について論述す ることか ら始 めたい。 それは、端 的に

言 って、2009年8,月 の衆議 院議員総選挙において、1955年 以降半世紀以上 もの問、圧倒 的な 「一党優位政

党(dominantparty)」 を誇 りつつ 、ほぼ永続 的に政権 の座 に あった 自民党が歴史 的な大敗 を喫 し、民主党

が政権 を掌握 した ことに よ り、 しかも308議 席(衆 議院議員定数480議 席 に対す る議席率約64%)を 獲得

した上 で、松 下が長 年に渡 り唱導 し続 けてきた 「官 僚内閣制 」か ら 「国会内閣制 」への転換 が最 重要の政

治 的アジェンダ として設 定 され たため、 「松 下政治 学」の現実味が増 したか らであ る。

1989年 の東欧革命 と冷戦の終結 を契機 に、資本 主義対社 会主義 とい うイデオ ロギー対立 を基底 に据 えた

戦後政治 の基 本枠組 みが崩壊 し、爾 来、 「新 しい政 治(newpolitics)」 とい うべ き状況が現れた。 就 中、新

しい政治 は、地球 的な規模 において厳 しい経 済競争 が繰 り広 げ られ る経 済のグ ローバル化 の進展 とい う事

態 に適応す るため、規制緩和 、民営化 、大企 業 ・富裕者減税 お よび歳 出削減 を推 し進 めっっ 「小 さな政府 」

を実現す るとともに、極力 自由な企 業活動 を促 し、それ に よって得 られ た富が下々に も波及 す るとい う ト

リクル ダ ウン仮説 に基づ く、新 自由主義(neoliberalism)と い う政治的アイデ ィアが優 勢 とな る中、新 自由

主義政策 とその レジーム転換 を巡 る政治 として展 開 してきた といえ る。わが国の場合、「抵抗勢力」に対 し

て 「恐れず ・怯 まず ・囚われず 」 と果敢 に挑戦 し、政治 的言説(「 ワンフレーズ ・ポ リテ ィクス」)を 巧み

扱 う小泉純 一郎 首相 に よ り行 われ た 「小 泉構造 改革 」に よって、本格 的な新 自由主義 レジームが確 立 され

たのであった(新 田2008)。 しか しなが ら、2008年 のサブ プライ ム問題 に端 を発 した、 「100年 に一度」の

「世界 金融危機 」とそれ に続 く 「世界 同時不況」が、雇用破壊や ワー キングプアな どの 「新 しい貧 困(new

poor)」 とい う問題 を深刻化 させ ると、新 自由主義の正 当性 は急速 に色槌せた。

時 を同 じく して 、 ア メ リカ も大 き く変 わ った。 これ ま で 、ブ ッシ ョ政 権 のア メ リカ は、 「ネ オ コ ン

(neoconservative:新 保 守主義)」 とい う思想 に基づ き、米国の国益を軍事力の行使 に よって実現す ること

も辞せず 、アフガニスタ ン攻撃や イラ ク戦争 を行 い、そのため 「新 しい帝国」 とも形容 され 、また京都議

定書 か ら離脱す るな ど して、そ の単独行動主義(unilateralism)を 際立たせ た。 しか し、小泉政権 と極 めて
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協調 的な関係 にあった共和 党のジ ョージ ・ブ ッシュか ら、「change」を標榜す る民主党 のバ ラ ック ・オバマ

へ 大統領 が交替す ると、事態 は一変 した。新 自由主義の よ うな 「小 さな政府」に代 わ り、「大きな政府 」が

先導す る 「グリー ン ・ニューデ ィール」 とい う新 たな産 業革命 の可能性 が拓 かれ ると、京都議 定書か ら離

脱 したアメ リカが一転 して温暖化 問題 の対応 に積極 的な姿勢 を示す よ うに変わった。 さらに、オバマが核

兵器 の廃絶 を提 唱す ると、ノーベル 平和 賞が即座 に授 与 され るとい う、国際社会 の レスポ ンスの よさが見

られ た。

こ うして、少 な くとも、グ ローバ リゼーシ ョンに適応す る国内 レジームは、新 自由主義 レジームが唯一

の選択肢 とい うわけではな くなった。 時代 は動 き、冷戦 後の新 しい政治 は、いわばポス ト新 自由主義 レジ

ームを巡 る第二の局面へ と移行 しつつあ るといえ るであろ う(新 田2009) 。2009年 の 自民党か ら民主党へ

の政権 交代 は、 この よ うな新 しい政 治の第二の局面、す なわちポス ト新 自由主義 レジームの始ま りと重複

している ことがわか る。

ところで、新政 権が政治課題 とす る、松下が言 うところの、 「官僚 内閣制」か ら 「国会 内閣制 」への転換

は、明治維新 に よ り形成 され 、戦後 改革 においてす ら手を付け ることができなかった、わが国の レジーム

の根幹 を変 え るとい う大変 大きな意義 を有す る。 したがって、 日本 におけ る新 しい政治 の第二局面は、ポ

ス ト新 自由主義 レジームを政治 的アジェ ンダ として設 定 した上で、環境 産業を基軸に据 えた産業構 造の転

換 とい う産 業政策(「 グ リー ン ・ニ ューデ ィール」)、さ らには産業 と雇 用 と福祉 と教育 とを連動 させ る 「21

世紀型社会 民主主義 」 とい う政 治的アイデ ィアに も着 目 しなが らも、明治維新 以来150年 近 く、わが国の

レジームの根幹 をな してきた 「官僚 内閣制 」を終息 させ 、代 わって市民を起点 とす る 「国会 内閣制」へ統

治 レジームを転換 させ る とい う、それ こそ 「政 治的大業」を巡 る政 治 として展開 され ることが十分に予期

され る次第 である。また、そ の 「政 治的大業 」は、松下が言 うよ うに、 「自治 ・分権政治 が不可欠 の都 市型

社会 に移行 したに もかかわ らず 、 自治体 、国の政策 ・制度 が、いわゆ る国家(官 僚組織)を 機 関車 と して

近代化 をめ ざしてきた、農村型 社会 の官治 ・集権構造 に とどま るとい うネジ レをいかに解 決す るか とい う、

文明史 的課題 」(松 下2006:118)に も連動 す るのであ る。

そ こで、本稿 は、松 下が繰 り返 し唱導 し続 けてきた、「官僚 内閣制 」か ら市民を起 点に据 えた 「国会 内閣

制 」への転換 について、「松下政治学」に内在 しなが ら、かつまた 「松下政治学」を敷街 しなが ら、その意

味を問い直 してみ る。尚、そ うした作業は、「松 下政 治学」が如何 な る有効性 を持 ち得 てい るのか、その点

を再確認す る作 業 とも重 なる。 また、本稿 は、松 下が言 うところの市民起点の 「国会内閣制 」 とい う統治

レジームが、「新 しい政治」とい う文脈 にお いて如何 なる現実的可能性 を拓 くのか、その点についての省察

も併せ て試 みたい。

3.「松 下政治学」の在り方

3-1.「松 下政治学」の世界

松 下圭一 は、半世紀 にも及ぶ政治学者 としての仕事 を総括 した、『現代政治*発 想 と回想』を法政大学出

版 局か ら2006年 に上梓 した。 この本 を縮 くと、 「松 下政 治学」の軌跡 を、松 下 自身の言葉に よって振 り返

る ことができ る。松 下が どの よ うな問題意識 か ら、政治 学者 として仕事 に打ち込んだのかが確認 で きると

ともに、松 下がオ リジナル な政 治理論 を構築す るに至 る道 筋が理解 でき る。

松 下は、50年 に渡 る自らの仕 事 を、ほぼ時系列的 に、i)市 民政治理論 の形成 史、i)現 代理論 と して

の大衆社会論 、iii)都 市 ・自治体理論 の創 出、iv)政 策型 思考の問題構成 、V)制 度型 思考の構 造転 換、

vi)日 本型思考 の構造転換 、 とい う具合 に整理 している(松 下2006:2-126)。 また、松 下は、 自分 自身が

取 り組 んだ 「理論領域 」を、i)ジ ョン ・ロック研 究+市 民政 治理論 の思想 史研 究、i)社 会理論(大 衆

社会論 ・都 市型社会論)、iii)政 治理論(市 民政治論 ・分節政 治論)、iv)憲 法理論+行 政 法理論 、V)政
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策 ・制度理論+政 治再編論 ・危機管理論 、vi)自 治体理論+法 務 ・財 務論 、vi)市 民文化 論+市 民活動論 ・

文化形態論 、面)日 本 政治論+官 僚内閣制論 ・政党類型論 な どとしている(松 下2006:189)。 見 るか らに

大変 多岐に渡 る 「理論領域 」を、松 下が研 究テーマ としてきた ことがわか る。但 し、松下が取 り組 んでき

た様 々な 「理 論領 域」は、結局 の ところ、「官僚内閣制」か ら市民 を起点 に据 えた 「国会 内閣制」へ向 けて

転換すべ き、 とい う立論へ集約 され てい くよ うに思え る。

3-2.ジ ョン・ロック研究および市民起点の 「国会内閣制」

「官僚 内閣制 」か ら市民を起 点に据 えた 「国会 内閣制 」への転換 とい う 「松下政治学」にお ける核 心的

立論 を理解す るには、若干遠 回 りにな るが、「松 下政治学」その もののあ り方 について押 さえてお く必 要が

ある。 とい うの も、松 下は政 治学ない し自らの 「松 下政 治学」のあ り方 に対 して強い こだわ りを持 つ とと

もに、「松 下政治学 」その ものの在 り方 が、市民を起 点に据 えた 「国会 内閣制 」とい う立論 と密接 に関係 す

るか らである。「松下政治学」は、「松 下政 治学」が もつ固有の論理的必然性か ら、市民 を起点 に据 えた 「国

会 内閣制」 とい う立論 を紡 ぎ出すべ き、いわば宿命 を背負 っていたのであ る、 と言って も決 して過 言では

ないか らであ る。

かっ て、松 下は、 ノー ト形式 で著 した大変 ユニークな政治 学のテキス ト、『現代政 治学』において、 「政

治学 は、polisす なわ ちく政治体 〉の学 と して、基本的 な価値観 、ついでまたそれ に対応 す る体制像 と人間

像 とを前提 としては じめて成 立 しうる。 したが って政治学 はたんな る実証科学 に とどま りえない」(松 下

1968:7)と 記す ことに よって、 「松 下政 治学」の基本 的なスタ ンスを表 明 した ことがあ る。 もちろん、松

下に とって、 自らの 「基本 的な価値観 」に対応す る 「体制像 」 とは 「国会内閣制 」の ことであ り、また同

様 に 「人 間像」 とは 「市民」の ことを意 味す る。そ して、この両者が合体す る と、市民 を起点 に据 えた 「国

会 内閣制」 とい う 「松 下政治学 」の核 心的立論 が立ち現 れ る。

それ に して も、何故 に、「松 下政治学」にお いて、「体制像」が 「国会 内閣制」で あ り、同様 に 「人間像」

が 「市 民」 なのか。 それ は、振 り返れ ば、政 治学者松 下圭一の出発 点が ジ ョン ・ロック研 究にあった とこ

ろに由来す る。松 下は、弱 冠29歳 の とき岩波 書店 か ら上梓 した 『市民政治理論 の形成 』において、 「特殊

具体 的な ロック研 究のなかか ら、『思想』な らび にその ロゴス的形態 として の 『理論』の一般理論 ……の成

立へ の展望 をき りひ らこ うとい う課題 」(松 下1959:v)を 自らに課 した とされ る。 そ して、松 下は、 ロ

ックが 「〈公共社会 〉としての 『市民社会』観念 について、 〈近代 〉最初 の理論原型 をつ く りだ した」 と

位置付 け る。松 下に よれ ば、その ロックに よって、「思想 としての 『市民社 会』は国家に従属 あ るいは吸収

され ることな く、む しろ国家 は市民の く信託 〉に よる 『政府 』」に過 ぎない。 それ とともに、 「市民社会 自

体 が公 共ない し社会 として 自立」したもの として立ち現れ る。か くして、ロ ックを通 じて、「政府 をつ く り

かえのできる市民の道 具 とみなす 、市民政治理論 の古典 的形成 」が成 し遂げ られ たのであ ると、松下は理

解 した(松 下2006:15-16)。

松 下は、 ロ ック研 究を踏 ま えなが ら、一般理 論 と しての 「近代 市民政治理論 」を論 定す る。す なわち、

「近代 市民政 治理論 」は、i)自 由 ・平等 ・独 立の理性 あるく個 人 〉す なわち 「市民型人 間型」(「市民」)、

i)社 会 と政府 の二元論 、ii)政 府 の存 立(政 治正 当論)・ 組織(政 治政治機構論)・ 改革(政 治変動論)、

とい う 「3理論領域」か らなる。

この よ うな 「近代 市民政治理論 」を基底 に置 きなが ら、松 下は、生涯 にわた る主張 と して、市民 を起点

に据 えた 「国会 内閣制 」を唱道 してい くことにな る。 それに して も、松 下が言 うところの 「国会 内閣制」

とは、何 であろ うか。 それ は、 自由 ・平等 ・独 立の理性 あ る市民が、公 共性 を担 う自立 した市民社会 を形

成 しつ つ、その市民社会 と政府 とを二元論 的に分離 した上で、選挙 に よって市民の信託 を得た議員=国 会

が内閣つま り政府 を構成 し、また政府 が市民の信託 を失 った場合 、再び選 挙に よって議 員を選 び直す こと
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に よ り新 たに信託 を受けた議員 一国会 を通 じて内閣 ・政府 が再構成 され る、 とい う理論構成 か らな る。 し

か しなが ら、 日本 の場合 、後進 国 ・中進 国型 の 「上か らの近 代化 」を進 めたが故に、政 策形成や行政 執行

の要所 を押 さえた省庁官 僚が、実質 上、内閣に代理機能 を担 わせ る 「官 僚内閣制 」 とい う統 治 レジームを

選択 し、本 来、 「国会 内閣制 」を とることを本 旨とす る 日本国憲法の制 定に もかかわ らず、 「官僚内閣制」

は今 日まで継続 され てきた。無論 、「官僚 内閣制」とい う統治 レジームは、その起 点が市民にあ るのではな

く、官僚 のパ ターナ リズムに置 かれ ていた といえ よ う。

尚、「国会内閣制 」は松下の造語で ある。通常 は 「議員 内閣制」 とい う言葉 が使 われ るが、松下は これを

し りぞけ、 「国会 内閣制 」を用 い る理 由を次の よ うに述べ る。 「議員 内閣制は明治憲法段 階の用語 で あるた

め、 日本 国憲法 では 『国会 内閣制』 といいなおすべ きなのであ る」(松 下2009:212)と 。

3-3.政 治理論 と政策研究からなる「松下政治学」

ところで、松 下は、政治 学を、i)実 証分析 、i)理 論構成 、iii)政 策 ・制度 開発 の手法研 究、 とい う

「三問題層 」か ら構成 され る とい う。iの 実証分析 は、 「政治科学」(ポ リテ ィカル ・サイエ ンス:political

science)を 目指 し、政 治…現実の実証分析 をめ ぐって、細分化 ・専 門化 して い く研究。iの 理論構成 は、「政

治理論 」(ポ リテ ィカル ・セ オ リー:politicaltheory;politics)で 、 「マ クロの政治構 造の座標 軸構 築、政治

公 準、基本概念 の定位 、さらに最適政治の構想、とくに政府基本法 の立案 ・運用をめ ぐる基礎理論の構成 」。

iiの 政策 ・制度 開発 の手法研 究は、 「政策研 究」(ポ リシー ・ス タデ ィーズ:PolicyStUdies)の 問題領 域で

あ り、「いかに 『未来』の政策 ・制度 をっ くるかにっいて、実際 の開発 ・設計 をめ ぐる方法論 をは じめ、そ

の実効化 としての政策法務 ない し立法論 」まで含む とす る(松 下1998:185-186)。 この うち、松 下の政治

学的関心は、 「政治理論 」 と 「政策研 究」 とにあ る。反対 に言 えば、 「細 分化 ・専門化 」 してい く 「政治科

学」へ の関心は低 い。

尚、松 下は、 「政策科 学」 とい う考 え方 を し りぞけ る。松 下に よれば、 「政 策科学 とはいわば形 容矛 盾で

ある」(松 下2004b:104)。 そ もそ も、政策が政治対立 の中において、党派型 のく政治技術 〉 として構想 ・

選択 ・決 定 され るが故に、政策 を一定の法則や 計算 か ら算出す る 「科 学」 として練 り上げ るが ごとく 「政

策科学 」は、お よそ成 り立たない。仮 に、高等 数学 を駆使 した 「政策科 学」な るものが寄与す ることがあ

る とすれ ば、それ は政策 の構想 ・選択 ・決定の前提 とな る 「情報 」を提供す るに過 ぎない。 こ うして、松

下は、「政策科学」ではな く 「政策研 究」を提示す るのであるが、その 「政策研 究」は、先に引用 した よ う

に、「いか に 『未来』の政策 ・制度 をつ くるか」が大変重要な点で あ り、そのため 「松下政治学」は、政策

の 「開発 ・設計 をめ ぐる方法論 」 とい うべき政策形成 の手順 に こだわ る。 それは、個別 事務 事業(プ ロジ

ェク ト)レ ベ ルの政策 の有効性 を 「科 学的」に論証す る今 日の 「政策科 学」の主流 とは異な る立ち位 置で

ある。そ して、 「松 下政治学 」による 「政策研 究」の 「実効化」は、具体的 には、松下の代名詞 ともい うべ

き 「シビル ・ミニマム」に始ま り、 「政策法務」の提起へ と及んだ。 か くして、「松下政治学」は、「政治理

論 」 とい う一般理論化 と、それ に導 かれ た 「政策研 究」の二層 か ら成 り立つのであ る。

3-4.「規範としての松下政治学」と政治 的条件 の考察

先 に見た よ うに、松下が示 した 「一般理論」 としての 「近代市民政治理 論」は、 「政治理論」の範 疇にあ

たるが、それ とともに、松 下が 「すべ て社会科学 は、それが前提 とす る規範概 念 と しての人間型 によって、

その理論構…成 が決 定 され る」(松 下1975:xi)と 言い切 るとき、 自由 ・平等 ・独 立の理性 あ る 「市民型

人 間型 」は、 「一般理論 」であ ると同時に、 「規範概念 」で もあ るとされ る。

畢竜す るに、 「市民型人 間型 」のみな らず 、 「松 下政治 学」にお ける 「一般理論 」は、松下本人の 「基本

的な価値観 」に基づ く規範理論 を兼 ね るといって も決 して過 言ではない。 それに して も、松 下の もつ 「基
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本 的な価値観 」 とは、一体 、何 であろ うか。 それ は、先 に引用 した 「す べて社会 科学は、それが前提 とす

る規範概念 としての人間型 に よって、その理論構成 が決 定 され る」 とい うよ うに、おそ らく、松 下圭一 と

い う人 間 自身 が具備す る、 自由 ・平等 ・独 立かつ理性 あ る市民に対す る信仰 ともいえ るほ どの確 固た る信

念 、あるいはまたその よ うな市民であ るべき とい う強い期待 といえ るであ ろ う。 こ うして、 「松 下政治学」

か ら規範性 を切 り離 して理解す ることは考え られ ないのであ る。

これ との関連 で、松 下は、新 カ ン ト学派に立脚す るよ うな政治学的思考 を批判 す る。松 下 と同世代 お よ

び一世代前 の 日本 の政治学者 には新 カ ン ト学派 との距離感 に こだわ りがあ る。 例えば、松 下 よ り一世代前

にあたる原 田鋼 は、「新カ ン ト派の方法論 に徹すれば徹す るほ ど、内在論理 的には、ほ とん ど批判 の余地の

ないほ どの精緻 な理論構成 がな され得 るであろ うが、それだけます ます 、実在対 象か ら遠 ざか るとい う事

実を認 めなけれ ばな らない」 とい う点を指摘 し、新 カ ン ト学派の方 法論 を相 対化 した(原 田1972:34)。

そ して、当の松 下は、新 カン ト学派 の立ち位置 が、実在 対象 か ら遠 ざか り、実在 か ら切 り離 され た理 論的

空間において、理論 上の論理 的整合性 を追求 し、その精緻化 に傾 注す るあま り、政 治学か ら規範性 を駆逐

し、気 が付 けば、果 た して何 のための政 治学なのか、その 目的が怪 しくな ると看倣 したのであ る。

そ うす ると、「松下政治学」は、い うなれ ば 「規範 と しての松下政治学」といえるであろ う。そ して、「規

範 としての松 下政治 学」であるが故 に、「松下政治学」は、市民や統 治 レジームな どの くか くあ らねばな ら

ない 〉在 り方を問題 として取 り上げ、同時に松 下 自身 の立論 を成 立 させ るべき論拠 としての政治的条件を

粘 り強 く考 察す る とい う性格 を帯び ることにな るのであ る。

3-5.現 代市 民政治理論 における市 民の再定義

また、松下 による大変興味深 い指摘 は、「政治科学」が分析 技術 の開発 と実証研 究 として進 歩す るけれ ど

も、「政治理論 」が ビジ ョンの構想 にたず さわ るが故に進歩 しない とい う点であ る。それでは、何 故に、「政

治理論 」は進歩 しえないのか。この件 につ いて松下 は、「ロックのく近代 〉をめ ぐる古典 ビジ ョンの再構成

に よって しか く現代 〉の政 治 ビジ ョンとしての政治理論 を展開で きない」(松 下1987a:288)か らであ る

と断言す る。つ ま り、〈近代 〉の延長 の上に、 もしくはその拘束の中で、 〈現代 〉があ るため、 ロックが

示 した近代政治 の ビジ ョンを構成す る基本 的な枠組 みを踏 まえなが ら、現代政 治 ビジ ョンと しての現代政

治理論 が導 出 され なけれ ばな らない、 とい う基本認識 に帰結 す るわけであ る。

それ故 に、松 下は、 ロックをベ ースに据 えた近代 市民政治理論 に、集 団 とい う 「中間項」を挿入す るか

たちで、現代 市民政治理論 の 「再構 成」、す なわちその一般理論化 を 目指す。 「『近代』の座標軸 た る 『個人

対 国家』のく政治緊 張〉か ら、〈現代 〉の座標軸た る 『個人対集 団』のく政治過程 〉に移行」(松 下2006:

20)し た と松下が述 べる とき、それ は近代 市民政 治理論 を基本 に据 えたバージ ョン ・ア ップ としての現代

市民政治理論 の構築 を意 味す ることに留意 しておかねばな らない。

尚、 ここで問題 にな るのは、現代 市民政治理論 におけ る個 人は市民なのか、それ とも大衆なのか、 とい

う論 点である。 と言 うの も、松 下の記念碑 的論 文であ る 「大衆国家 の成 立 とその問題性 」(1956年)が 、

その大衆 の非合理性 を問題 に してい るか らであ る。 後年 、松下は この論 文について、 「20世 紀初頭 におけ

る欧米各 国の政治理論 の構造転換 をいかに理論化す るにあった」(松 下1969:281)と 述べ てい るが、論文

中に 「啓蒙思想 を背景 として形成 され た 自由 ・平等 ・独立 の合理的実体 として のく市民 〉は、A.専 門人化

し、B.集 団化す る とともに、a.孤 立化 し、b.情 緒化 してい く」 とい う一文 か ら読み取れ る よ うに、当時

の大衆社会論 を背景 に しなが ら、む しろく市民 〉の崩壊 を理論 的に論 じていた。

それ か ら、50年 後 、松 下は市民 と大衆 との関係 を改めて整理 してみせた。松 下によれ ば、現代 の都 市型

社会 における市民 とは、「工業化 ・民主化 を基軸 としたマ ス ・デモ クラシーのなかか ら生まれ る、人 口のプ

ロ リタ リア化 ない しサラ リーマ ン化 した新 しい タイプの 『市民』、…… 〈現代 〉と しての特殊性 をもつ く市
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民 〉」(松 下2006:25)で あ り、また 「マス ・デ モクラシーが生 み出す 、現代 のく市民 〉 とは、『自由 ・平

等』 とい う生活感覚 、『自治 ・共和』 とい う政 治文脈 を もつ くシテ ィズ ン〉、つま り規 範的人間型 」(松 下

2006:53)と して再 定義 され た。

見 られ るよ うに、松 下に よって、今 日におけ る市民はそれ こそマジ ョ リテ ィとして再定義 されてい る。

そ して、松 下は、 「現代 」す なわち 「近代化 皿型段 階」にあ る今 日では、 「大衆政 治」 を経 て、 「市民政 治」

の段 階へ と至った とい うことで、おお よそ、下記 の よ うに整理す る。(松 下2006:20)

近世 「近代化1段 階」 絶対国家 ホッブス

近代 「近代化H段 階」 名望家(階 級)社 会 ロック

現代 「近代化皿段階」 大衆政治 ウォーラス、ラスキ ⇒市民政治

3-6.「実践理論としの松 下政治 学」および「政治 的アイディアとしての松下政治学」

「松 下政治学 」は、一般理論 としての 「政 治理論 」 とそれ に基 づ く 「政策研 究」か ら成 り立つ点は確認

したが、「官僚 内閣制」か ら市民起 点の 「国会 内閣制」へ の転換 とい う 「政治理論」にあた る立論 に して も、

あ くまで もそれ は一般理論 としての範 疇にあ る。だか らと言 って、「松下政治学」にお ける一般理論 は、抽

象 的な形 而上学 を展 開す るわけではない。 む しろ、 「松下政治 学」が展 開す る一般理論 は、 「政策研 究」 と

い う部分 と重複 しなが ら、実践理論 とい う性格 を色濃 く帯 びている といえる。要す るに、「松下政治学」そ

れ 自体 が 自らの 「政 治理論 」を実現 してい くための 「実践理論 としての政 治学」 とい う性格 を併せ もっの

であ る。 それ故 に、 「松下政治 学」の 「政 治理論 」は、 「国会内閣制 」や 市民 自治の憲法理論 、 シビル ・ミ

ニマムに して も、実践 レベル の現 実政治 に強い影響 を与えてきた。

例 えば、シ ビル ・ミニマム とは、松 下に よると、 「市民生活最低 基準」の ことであ り、その内容 は、i)

社会保 障(老 齢年金 ・健 康保 険 ・雇用保険 ・介護 ・保護)、i)社 会資本(市 民設備 ・都市情報施設 ・公営

住宅)、 お よびiii)社 会保健(公 衆衛 生 ・食 品衛 生 ・公 害)か ら構成 され、また1980年 代か らシビル ・ミ

ニマムは、「質整備」の段階に入 り、いまや 「市民生活条件 の総合 システ ム化」(松 下2006:58)を 求め る

市民の社会権 として発展 した とい う。周知 の通 り、 こ うした松 下のシ ビル ・ミニマム論 は 自治体の担 当者

に多大 な影響 を与えてきた。

興 味深 い ことに、松 下が 「官僚 内閣制 」か ら 「国会 内閣制 」へ統 治 レジームの転換 とシ ビル ・ミニマム

を執拗 に取 り上げてきた ことと、 ミシェル ・フー コーが近代 国家におけ る権 力の2つ の側 面 として指摘 し

た 「統治性」と 「生政治 」とい う議論 とが重 なる。フー コーは、「生政治」を 「健 康、衛 生、出生率 、寿命 、

人種 といった諸現象 に よって統治 実践 に対 し提 起 され る諸 問題 を、18世 紀以来合理化 しよ うと試 みてきた

や り方 の こと」 と定義す る(フ ー コー:2008:391)。 但 し、フー コーの問題 関心が近代 国家の権 力の別挟

であったのに対 して、松 下の場合 は権力批判 に とどま らず 、「実践理論 としての政治学」で あるが故 に、後

で見 るよ うに、 「社会 工学」へ展 開す る。

さて、松 下政治学 の 「政治理論 」を実現 しよ うとす る政治 家に菅直人(国 家戦略担 当大臣)が い る。 菅

は、「私 が政治家 となって政治 、行政 の場で活動す るにあた り、常に基本 と していたのは、この本 だった と

思 う。 それ は、(厚 生)大 臣になった とき も同様 だった。 『松下理論 を現実の政治の場 で実践 す る』 とい う

のが、松 下先生 の"不 肖の弟子"で あ る私の基本 的ス タンスだったのだ」(菅1998:i)と 語 ってい る。

菅のバ イブル とい うべき 「この本 」 とは、 「国会 内閣制 」に も触れ てい る、松 下の 『市民 自治の憲法理論 』

の ことである。

思 うに、「松 下政治学」は、決 して政治的イデオ ロギー を主張す る類の ものではないが、その実践性 とい

う性格 か ら、 「政治的 アイデ ィア としての松 下政治学」 とで もい えるで あろ う。アイデ ィア(idea)の 意味
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するところは、本来的に、実現へ向けて提案 される意見であり、かつまた 目指すべき理想であるが、「松下

政治学」は 「政治理論」とい うかたちで提案 された、実現すべき理想を明示する 「政治的アイディアとし

ての松下政治学」とい う性格をもつ極めて個性的な政治学なのである。

本節 は 「松下政治学」の在 り方 について考察 した。総括 してみる と、「松下政治学」は、ジ ョン ・ロック

とい う近代政 治思想研 究か らスター トしつつ も、そ こか ら 「近代 市民政 治理論 」お よび く中間項 〉とい う

集 団を介在 させ る ことに よって 「現代市 民政治理論 」を論定 しっっ 、「政治理論」と 「政策研究」とい う 「松

下政治 学」 の領域 か ら、規範性 を も帯びた ところの、市民起 点の 「国会 内閣制」 とい う統治 レジーム を提

起 した。その提起 は、現実政治 にも強い影響 を与 え、「松下政治学」は実践理論 もしくは政治 的アイデ ィア

を も兼 ね備 えた政 治学 として今 日に至ってい る。

4.「松 下政治学」の核心一 「官僚 内閣制」か ら市 民起 点の「国会内閣制」への転換一

松 下は、1997年5.月 、法政大学法学部政治学科 コロキアム報告 として 、「官僚内閣制か ら国会内閣制へ」

を行 い、 これ までの立論 を集約す る発表 を行 った(松 下1998)。 改めて確認 す るが、松下が言わん とす る

ところの 「官僚 内閣制 」とは、官 僚に よる国家統治が基本 にあ り、「明治以来 の国家観念 をかか げる官治 ・

集権政治」、す なわち、官僚 による中央集権的統治 が行 われ、そのた め 日本国憲法が定 める 「国権 の最 高機

関 としての国会 」 とい う表現 は 「政 治的美称 」に過 ぎず 、また内閣を構成す る各大臣 も、事 実上、各省 庁

官僚 の代理 人に過 ぎず 、そ して市民は受動 的な市民 として 「官治 ・集権政 治」に よる政 策的恩恵 を受 ける

立場 にあ るよ うな、後進 国 ・中進国段階 にお ける統治 レジー ムを意味す る。他方、 「国会 内閣制」 とは、市

民に よる政府信託 とい う考 え方 が基本 にあ り、まず 市民が選 挙を通 じて国会議員 を選 出 し、その議員 に よ

って国会 が構成 され 、次に国会 は国 レベル におけ る政府 の最 高機 関であ り、それ 故に国会に よって内閣が

構成 され 、かつ また内閣は国会 に責任 を負 い、そ して官 僚組織 としての行政機構 つま り各省 庁は、国会 ・

内閣に よって組織 ・制御 され る立場 に置 かれ るとい う、統治 レジームを意味す る。

前節 において整理 した よ うに、 「松 下政 治学」は、 「政 治理 論」お よび 「政 策研 究」か ら成 り立ち、かっ

また規範性 と実践性 を も併せ持 つ政 治学ではあ るが、その基調 は、松 下 自身 の立論 を論 証す るために政治

的条件 を掘 り当て、それ を執拗 に掘 り下げてい くところにある。なるほ ど確 かに、松下が言 うよ うに、「官

僚 内閣制 」か ら 「国会 内閣制」への転換 は、政権交代 とい う政治的条件 を必要 とした。換言すれ ば、「官僚

内閣制 」を維持す る自民党政権 を終息 させ 、政権 交代 を起 こす ことが 「国会 内閣制」を可能 とす る政 治的

条件 であった。

ところが、今般 、政権交代が現実 のもの となる と、「国会内閣制」は可能性 の レベ ルか ら一転 して現実性

の レベルへ 、その位相 を変 えて しまった。 それ 故に、現 実性 とい う位相 においては、改めて、市民起点の

「国会 内閣制 」を確 立すべ き現 実的な政 治的条件 を提示す ることが求め られ て くる次第であ る。 この現実

的位相 において こそ、 「松 下政 治学」の先駆性 が問われ るのであ る。 そ こで、本節 では、 「松 下政 治学」の

核 心であ る、市民起点の 「国会 内閣制 」につ いて、それ を可能 とさせ る現実的な政治的条件 を探 りなが ら、

その省察 を試 みる。 尚、論述 のスタイル として、松 下の立論 を踏 まえつつ も、それを敷街 しなが ら議 論す

る こととしたい。

4-1.〈 信託 〉における政治 的リアリズムについての 「政治的習熟」

第1に 、市民起点の 「国会内閣制 」におけ る現実的な政 治的条件 として、 〈信託 〉に連動す る政治的 リ

ア リズムを許 容 しえ る市民の 「政治 的習熟 」を指摘す ることができ る。

「国会 内閣制 」の起点に市民を置 く 「松 下政 治学」の生命線 は、市民に よる国家 も しくは政府 への く信
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託 〉とい う社会契約論的な発想にあるといえる。そのく信託 〉の中には、実は、 ドラスティックに政治状

況を変えてしま う厳然たる政治的 リア リズムが潜在 している点を理解 しなければならない。松下によれば、

市民のく信託 〉とは、選挙を通 じた、現代の 「革命権」(「抵抗権」)の行使に値す るものなのである。

選挙 とりわけマニフェス ト選挙を通じ、市民が多数党を選出す ることによって市民の政治的意思が基本

政策 もしくは重要な争点の選択に反映され、したがってまた国会による政策形成は市民の政治的意思の実

現にほかならない、とい う発想がく信託 〉の基本を構成す る。 しかしながら、実際のところ、〈信託 〉は

政治的正当性のフィクションに過ぎないのは明らかである。それは、全ての市民が、多数党により提示さ

れたマニフェス トにおける全ての諸策を支持 した上で、〈信託〉したわけではもちろんない。また、あく

までも支持を表明したのは選挙時における多数派 としての市民であ り、かかる支持 した市民においても、

マニフェス トに記載 されている全ての政策に対 して支持 しているわけではない。それ故に、多数党のマニ

フェス トに市民の政治的意思が集約 されていると額面通 りに考えるのは、虚構に過ぎないことになる。し

かしながら、それでも、多少の修正があるにしても、マニフェス トの実現を進めていくのが、市民からの

く信託 〉すなわち正当性に担保 された 「国会内閣制」の基本的な立場である。それが行われなければ、「国

会内閣制」 もしくは議会制民主主義は成 り立たないであろ う。

それにしても、本格的な政権交代の場合、それが前政権の政治理念 もしくは政治的アイディア、および

基本政策等を破棄 ・転換 し、場合によってはレジームの転換へ と進むため、〈信託 〉の実行は権力作用(「権

限」の行使)を 伴わざるをえないが、これ こそく信託 〉に付着す る政治的 リア リズムなのである。政治的

リアリズムを伴 うところの市民によるく信託 〉とい う発想に対して、松下は市民の 「政治的習熟」を求め

る次第である。

松下が政治学者 として江湖に問 うこと半世紀余 り、実は、その間、細川 ・羽田政権 とい う若干の例外は

あるものの、長期間にわた り一党優位政党の自民党政権が継続 していた期間と重なる。 自民党長期政権下

では、自民党内の派閥抗争による 「疑似政権交代」は繰 り返 されてきたが、自民党が下野し、自民党以外

の政党が政権を握 る本来的な政権交代はついぞ起こらなかった。 自民党長期政権は、松下の思惑とは異な

り、「官僚内閣制」という統治 レジームをむ しろ強固なものとしつつ、官僚や 自民党政治家から市民へ慈恵

的な利益が配分 され る政治的パターナ リズムとい う政治文化を助長 した。松下の 「官僚内閣制」とい う議

論を受け継いだ飯尾潤は、「官僚内閣制」に自民党長期政権を結合 させることにより、いわゆる自民党政治

の仕組みを明らかにした。すなわち、各省庁の官僚が国民のニーズを吸収 しつつ国民を代表 して政策 を立

案す る 「省庁代表制」、各省庁の官僚の代理人として内閣が構成 される 「官僚内閣制」、並びに 「省庁代表

制」・「官僚内閣制」に基づ く官僚優位の状況から自民党の政治家(族 議員)優 位の方向ヘスライ ドさせる

ため、自民党政調の各部会を実質的な政策決定の 「場」に設定し、しかもその 「場」が 「与党審査」と称

され るほど、官僚から提案 された政策案を厳 しく 「審査」す ることによって族議員の存在感を高める 「政

府一与党二元体制」とい う仕組みである(飯 尾2007;飯 尾2008)。

そ うす ると、 日本の政治において、2009年 の政権交代 とい う政治的衝撃の大きさが推測できる。今般、

政権交代に合わせ 「国会内閣制」への転換が進む と、隠然たる権力を有 していた自民党族議員、「政府一与

党二元体制」などの自民党政治が終焉を迎える。また、政治主導の 「事業仕分け」や今後予期 される政治

任用により、官僚の権限が縮減 された上で、官僚の役割が再定義 され るであろ う。かくも強固な経路依存

性を有 してきた自民党政治と 「官僚内閣制」が終焉を迎える。それ こそ、こうした事態は、〈信託〉に潜

在す る 「革命権」とい う政治的 リア リズムの発露にほかならない。市民起点の 「国会内閣制」は、解党的

出直しが必要な自民党、再編 され るべき官僚制に対 しても、これまた 「政治的習熟」が要求され る次第で

ある。

かくして、市民の革命的なく信託 〉は、変えることが事実上不可能 とさえ思われてきた、極めて強い経
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路依存性に担保 されてきた自民党政治と 「官僚内閣制」を終息させ ることす ら可能とさせた。本格的な政

権交代は、政策や レジームを転換す るとともに、政治的利益の再配分へ連動するのは当然である。眼前に

現出しているのは 「劇場政治」ではなく、政治的 リア リズムなのである。その政治的 リア リズムを許容す

る正当性を賦与したのは市民自身のく信託 〉であるが故に、市民にはこれを受け入れる 「政治的習熟」が

必要なのである。 〈信託 〉にまつわる政治的 リア リズムを恐れるならば、かつての官僚主導による政治的

パターナリズムの時代へ逆戻 りす るしかないのである。

4-2.市 民社会 における市 民自治 および地方分権

第2に 、現 実的な政治 的条件 として、市民社会 におけ る市民 自治 の充実が上げ られ る。

ここで、改めて確認 しなけれ ばな らないのは、何 も、〈信 託 〉を通 じて、市民が政府 へ 「全面委任 」す

るわけで もな く、あ るいはまた市民が市民社会 におけ る市民 自治を も放 棄 し 「行政 国家」た る政府 に全面

的に依存す るわけで もない、 とい うことであ る。 その意 味では、 〈信託 〉はあ くまで も限定的な権 限委譲

であ ることに注意 しなけれ ばな らない。

したがって、市民起点の 「国会 内閣制 」は、選 挙に よるく信託 〉だけに着 目す れば よい とい うわ けでは

な く、選挙後 にお ける 日常の市民社会 にお ける市民 自治の充実 に連動す る必要が ある。「官僚 内閣制」か ら

市民起 点の 「国会内閣制」へ の転換 と併せ て、「官治 ・集権」か ら 「自治 ・共和」への転換 を説 く松下 と し

ては、市民に よる政府へ のく信託 〉が、 「官治 ・集権 」を強固にす る方向ではな く、 「自治 ・共和」 を強化

す る方 向、 と りわけ地方分権 と市民社会 におけ る市民 自治を助長 ・促進 す る方向 と連動 しなけれ ばな らな

い と捉 え るわけであ る。

特 に、市民社会 が具現化す る場 であ る地域 、 と りわけ基礎 自治体 レベ ルにおいて、 自治基本 条例 を制定

し、市 民 自治 お よび参加 と協働 を保 障 しっっ、市民 と自治体、っま り首長や議会 ・議 員お よび行 政 との関

係性 を改めて確 定す る必要 があ る。 自治 基本条 例は、 自治体におけ る憲 法に相 当す るもの といわれ るが、

現代版 の社会契約 とい う性格 を もつ もの といえ る。 それ 故に、 自治 基本 条例 は、市民 と自治 体 との問にお

いて、市民 自治 を促進 し、かっ またその制度化 を推進 してい くため交わ され た基本的な社会 契約 なのであ

る。

ここで思い出す のは、松下が行政主導の社会教育 に終焉 を宣告 した こ とで ある。松 下は、「社会 教育行政

を廃止 し、それ にかわって、市民参加 を土台 に、『自治体政策づ く り』のための研 究所 を各 自治体が首長 部

局に設置す る ことを提案 」したが、そ のこ との意 味が改 めて理解 できる。「行政 が市民をく教 育 〉す るので

はな く、市民が行政 の制度 ・政策 をく革新 〉す る」ので あ り(松 下2003:189)、 したがって、〈信 託 〉は、

行政 主導 の社会教 育に よって市民をく教化 〉す るのではないのは もちろんの こと、く、反 対に、「主権主体、

政策 主体 、研 究主体」 として の市民が 、社会教 育に代 わる 「自治体政策研 究所 」におい て、 「政策 開発」に

努 め るよ うに、市民 自治 を実質 的に保 障す る点に連動 しなければな らないのであ る。 それは、行 政が市民

社会 を管理す るのではな く、市民社 会をく強化 〉す る具体的なア クシ ョンとい えよ う。

4-3.「分節政治」もしくは「自律補完性の原理」

第3に 、現 実的な政 治的条件 として、「国会 内閣制 」は、国家の相対化 、したがってまた地 方分権 へ と連

動す る 「分節政治 」の実現 に向けた統治 レジームの再編成 を指摘す ることができ る。

松 下が多用 ・力説す る 「分節政治」とは、大方 、EU統 合 の過程 で示 され た 「自律補 完性 の原理(principle

ofsubsidiarity)」 並 びに 「接近性 の原理(principleofproximity)」 の意想 とオバー ラップす る。 自治 ・分権

を基底 に据 えつ つ、 「地方政府 」(自 治体)が 行 うには事 業規模や政策課題 が大き過 ぎ る場合 、それ らを上

位 の 「中央政府 」(政 府)が 担 当す るとい うのが 「分節政治」の基本 的な発想 であ る。 この 「分節政治」 を
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推 し進 め ると、それは下位 の 「地方政府 」の権 限 ・財源 の強化 に帰結す る とともに、「中央政府 」を構 成す

る 「官僚内閣制」の解体 にも連動す るが、松 下が 「分節政治」の延長線上 に見据 えるのは 「国家の相 対化 」

であ る。

しか し、 この点は姐 上に上げ ることは差 し当た り措 くとして、政権 交代に よ り新 たな多数 党が政府 の基

本方針 を変更 し政策転換 を行 うと、その影響 は少 なか らず 自治体や 地域 に も波及 す ることに着 目 してみた

い。 とい うの も、仮 に新政権 が 「分節政 治」を レジームの基本 とす るに して も、その新政権 は 自治体や地

域 をいわば改革 の対象外 に置 くわけではない。場合 に よっては、政権 交代に伴 う政策転換 は、強制的かつ

権 力的な作用 を 自治 体や地域 に対 して及 ぼす ことも十分 にあ りえ る。 ここに、国政 レベル のマニフ ェス ト

選挙 の洗礼 を受 けた 「国会 内閣制 」 と、 自治 ・分権 に立脚す る 「分節政 治」 との齪甑 が立ち現れ る次第で

ある。 この歯購吾は 「国会 内閣制 」におけ るいわばアキ レス腱 ともいえ るであろ う。

「土建 国家(constructionstate)」 をビル トイ ンす る 「日本型福祉 国家 レジー ム」 を確 立 した 自民党は、

と りわけ農村地域や 中山間地域 に高速道 路や ダムな どの公 共事業を誘致 す る見返 りとして 自民党への投票

をバ ーター とす る政 治的クライエ ンタ リズム(恩 顧 庇護 主義)を 浸透 させ てきたため、公共事業に依 存す

る地域 をつ くった。 ところが、小泉政権 に続 き民主党政権 において も、公共事業を縮減 す る方向へ進 み、

計画 され た公共事業 を中止や 見直 し、 もしくは規模縮小 に追いや られ た地域 が頑 なな 「拒否権 プ レイヤー

(vetoplayers)」 に転化す る現実的可能性が十分 に予想 され る。内発的発展の道 を閉 ざ し、公 共事業 に依存

し続 けてきた地域 は、経済 のグ ローバル化 に翻 弄 されなが ら、結 局の ところ、衰 退の一途を辿 る。 こ うし

た地域 においては、自治 ・分権 が問題 とな ることもな く、「分節政治 」とい う発想 その ものが破綻す る。そ

れ はまた、松下がい うところの 「居 眠 り自治体 」の末路 ともいえ るであろ う。 それ故に、松下は 自治体に

よる新 たな産業 ・雇 用創 出政策 を望む。

松 下 としては、 「自治体 再構 築」を提起 し、2000年 の地方分権 改革にお ける機 関委任 事務 の廃 止 とい う

歴 史的画期 が、 自治 体に対 して独 自の 自治立法 を促 し、 自治 体職員 に政 策法務や政策財務 を精通す るよ う

に求 める。思 うに、「国会 内閣制」へ の転換 とい う課題 は、政府 レベルの統治 レジームの再構 築のみな らず、

併せ て市民社会 の強化 とともに、 「分節政 治」に基 づき基礎 自治体一 中間 自治 体(都 道府 県 もしくは道 州)

一政府 におけ る権 限分担 を再確 定 しつっ
、「自治体再構築」を進 めるこ とが求 め られ る次第 である。その意

味では、「国会内閣制」へ の転換 は、権 限分担 をめ ぐ りタフな政 治的対 立が展 開す る覚悟 が必 要であ るとと

もに、新政権 には、 「分節政治 」を機能 させ るために も、 「自治体再構築 」 を助長 ・促進 す る政策 的 ・制度

的措置 を講ず ることが求 め られ る。

4-4.「 国会 内閣制」に基づく政治 的リーダーシップ

第4に 、現実的 な政治 的条件 として、「国会 内閣制」に基づ く政治的 リー ダー シップ、と りわ け首相 の政

治 的 リーダーシ ップが求 め られ る。

松 下が 「内外 で突発す る危機 への対応 、また時代 の課題 変化 がはや いため、省 庁間のスキマ ・共管事項

の拡大 、つ いで今 日急務 の政 治 ・行政 改革をめ ぐって、総合調整 ない し指揮 には首相 ・内閣 とい う政 治主

導軸 の形成 が不 可欠 」である と指摘す る(松 下1998:82)。 実際、小泉政権 下では、 これまでの 自民党政

治 とは異 な り、小泉構造 改革 の司令塔 と目され た経 済財政諮 問会議 を拠 点 とす る首相の政治 的 リーダーシ

ップ、す なわち 「官邸 主導 」が顕揚 され た経緯 があ る。 この政治的な流 れに乗 りなが ら、鳩 山政権 は 「官

僚 主導 」を廃 し 「政 治主導 」を主張す る。

それ に して も、「国会内閣制」と、首相 や政権 与党の政 治的 リーダーシ ップ とが ど う関係す るので あろ う

か。そ もそ も、「国会 内閣制 」は、市民を起 点に議員 が選 出 され 、その市民 よ りく信託 〉を受 けた議員 が国

会 を構成 し、また首相 を選 出 した上 で(市 民→議員→国会→首相)、 首相が内閣 を組閣 し、かっ首相 と内閣
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が官僚 を統制す る とい うよ うに(首 相⇒内閣⇒官僚)、 首相 をいわば権 力 ・権 限の頂点に位置付 ける仕組 み

であ る。 尚、鳩 山政権 の場合 、 「官僚 内閣制 」に対 す る 「国会 内閣制 」 と、 「官僚 主導」に対す る 「政治主

導 」とがち ょうどパ ラフ レー ズになっているこ とに気付 く。そ うす る と、官僚 を統制す る点 において、「国

会 内閣制」 と 「政治 主導 」 とは同義語 である といえ る。

注意 を払 わなけれ ばな らないのは、松 下の 「国会 内閣制 」が、あ くまで も市民を起点に据 えてい る点で

ある。 この ことの意 味は重 大であ る。 かつての 自民党政権 におけ る首相 は、基本 的に、派閥力学か ら選出

され た 「調整型 首相 」であ り、首相 の政 治的 リー ダーシ ップは期待 され なかった。 もともと、党内におけ

る権 力の源 泉は派閥にあ り、また政策 におけ る権 力は族議員 に帰属 していた。 また、比 較的短命 で首相が

交代 したため、首相 の政治 的 リーダーシ ップは発揮 しに くかった事情 もあ る。

しか し、市民起 点の 「国会 内閣制 」におけ る首相 は、基本 的に、選 挙を通 じて選ばれ た多数 党の党首が

市民か らく信託 〉を受けたかたちで就任す る。「国会 内閣制」の首相 は、大統領制 におけ る行政府 の長 た る

大統領 とは異なる ものの、立法府 お よび行政府 の頂 点に君臨す る大統領 以上の強大な権 限を有す る、いわ

ば 「大統領 的首相 」 とい える。それ故 に、「国会内閣制」にお ける首相 は、当初 よ り、強い政 治的 リーダー

シ ップを市 民 よ り授権 され た と考え られ る。そ うす ると、「国会 内閣制 」の首相 には、政策 ・レジーム転換

を断行 しえる強大な権 限を適切 に行使す ることが期待 され るとともに、同時に決 して権 力の濫用 とな らな

い よ うに、それ こそ諸 刃の剣 を取 り扱 うかの ごとく、高度 な 「政治 的習 熟」が求め られ るのであ る。

いずれ に して も、問題 とな るのは、期待 され る首相 の強い政治的 リーダーシ ップが、所 期の 目的であ る

マニフェス トを実現 しつつ 、官僚 に対す る適切 な統制 、市民社会 の強化 、分節政 治 と自治体戦略の再構 築

に寄与 し、併せ て首相 自身 の権 力の濫用 をいかに防 ぐか、 とい う政 治的経験 に余 りに も乏 しい ところであ

る。

4-5.「市 民自治 の憲法理論」

第5に 、現 実的な政治 的条件 として、 「市民 自治 の憲法理論 」が上げ られ る。

市民起 点の 「国会 内閣制 」 とい う立論 は、かって松 下が主張 した 「市民 自治の憲法理論 」 とい う立論を

蘇 らせ た。松 下は、 日本 の政治 学が 「政 治制度 の骨格構成 た る憲法構造 をめ ぐる憲法理論 を構築 しえてい

ない」(松 下1975:142)と 看倣 し、憲法 を 「市民 自治 の基本 準則 」 と捉 え返 しつつ、 「国家の統治体制を

定め る基本 ではない」(松 下1975:150)と 切 り返 す。 ここか ら、松 下は、戦 後の憲法学が 「『市民 自治』

の発想 の完全 な欠如 」(松 下1975:4)の 上に、 「実質的には国 ・中央政府 の統治権か ら出発 す る戦前以来

の官治 的既成政治体 質 と同型性 を もっている よ うに思われ る」(松 下1975:117)と 指摘 しなが ら、 日本国

憲法 に よって定め られた国民主権 が 「国家主権 」へ転化 してい る憲 法学の現状 を徹底 的に批判 した。 そ し

て、松下は、「市民 自治 こそ が、憲法 の組織原理 た る国民主権 の中核 としてのデモスの支配 の内実でなけれ

ばな らない。この市民 自治は国家統治 と対決 す る政 治の構成 原理 なのであ る」(松 下1975:93)と 喝破 し、

市民 自治 と 日本 国憲 法 とを結合 させ た。

憲法前文 の 「そ もそ も国政 は、国民の厳粛 な信託 に よるものであって、その権威 は国民に由来 し、その

権 力は国民の代表者 が これ を行使 し、その福利 は国民が これを享受す る」と、第41条 の 「国会 は、国権の

最 高機 関であって、国の唯一の立法機 関であ る」、お よび第67条 の 「内閣総理 大臣は、国会議員 の 中か ら

国会 の議決 で、これ を指名す る」、並びに第68条 の 「内閣総理 大臣は、国務 大臣を任命す る」と第72条 の

「内閣総理 大臣は、……行政各部 を指揮 監督 す る」を、そのまま忠実に読めば、市民起点の 「国会内閣制」

が正 しい憲 法解釈 といえ る。 したが って、「官僚 内閣制」がイ ンフォーマル な統治 レジーム として確 立 して

いる こと自体、違 憲状 態なのであ る。松下 は、「整憲」 とい う立場 か ら、日本 国憲法 を市民起 点の 「国会内

閣制」 に基 づ く憲法 であ ると改めて示 した(松 下1975)。
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尚、戦後 憲法 学の現状 を容赦 な く批判 した松 下の 『市民 自治の憲 法理論 』(1975年)を 改めて読む と、

隔世 の感す らある。例 えば、憲 法学者 の辻村 み よ子 に よる一定の外 国人 を含 めた 「市民主権 」に よ り国民

主権 を解釈すべ しとい う主張(辻 村2002;辻 村2008)は 、松 下の市民概念 の拡 張 ともいえる。また、同 じ

く高橋和之 に よる議 院内閣制 の直接 民主政 的運用 を 目指す 「国民 内閣制」の提案(高 橋2006)は 、松下の

立論 に近 い ものがあ る。 しか も、 「日本 国憲法の定め る議 院内閣制 は、『国民内閣制』的に運 用 されな けれ

ばな らない」(高 橋2006:63)と い う高橋が、 「日本 国憲法 は、内閣が行政権の担 い手 として、行 政機構 の

トップに立ち、官僚を統制す るシステムを想 定 してい るはず であ る」(高 橋2006:89)と 指摘す るのに対

し、高見勝利 は 「積 年の官僚政 治を克服す る方策 として、い ささか素朴 に過 ぎ る」(高 見2008:73)と し

て、む しろ 「政権 か ら疎外 され た野 党 こそが官僚 『統制 』の主体 とな りうるものであ り、 しか も、その究

極 の基礎 は、高橋 の考え るよ うな、『国民多数 派の意思』 ではな く、その 『少数派 の意 思』、 ときの政府 に

対 して批判 的な国民意 思に こそ求め られ るべきであろ う」(高 見2008:78)と 対置す るところは、憲法学

者 に よる 「政治制度 の骨格構成 た る憲法構造 をめ ぐる憲 法理論 」の論争 として大変興味深 い ものがあ る。

但 し、高見が野 党に官僚統制 を求め るのは、現 実の政治過程 か ら遊離 した議論 であ り、かっまた 「素朴」

な純粋理論 上の展 開であ る。

4-6.市 民文化 および 日本文化

第6に 、現 実的な政治 的条件 と して、市民文化 お よび 日本 文化の成熟 が上げ られ る。

市民 自治 の充実は、市民文化 の成 熟に裏付 け られ るが、 日本 文化 との関係性 が問題 とな る。 この点、松

下は、 「日本文化 と別 に市民文化が存在す るのではない」 とい う(松 下1985:30)。 「市民文化 とい う文化

自体 は存在 しえない。今 日の 日本 において存在す るのは、たえず 変わ りつつあ る現代 日本 文化 があ るだけ

であ る。 この現代 日本政治 文化 の担 い手であ る個 々の人 々の政治イメージのあ り方 と しての市民文化が問

われ 、 さらに市民型 への 日本文化 の変容 がめ ざされ てい るのであ る」(松 下1985:31)。 したがって、 「市

民文化 は 日本文化 の市民文化化 として成熟 し うるのみであ る」(松 下1985:303)、 とい うわけであ る。そ

こで、次 の松 下の指摘 をみてみ よ う。

緑 が少 な く、電柱 が乱 立 し、広告 にあふれ る 日本 の都 市景観 を、あ らためて想起 して くだ さい。 いわ

ば文化水 準の中進 国型貧 しさが、そ こにあ ります。 日本 の省庁 がつ くる法制の低水 準にみあって、 この

地域景観 には市民文化 の未熟 とい う私 文化構 造をみ るべきで しょ う。文化 のカタチは、地域つ ま り都市 ・

農村 のカタチ として 「見え る」わけです。 市民文化 の成熟 はそれ ゆえ、市民型 の政策 ・制 度に よって美

しい景観 を造型 します(松 下2006:70)。

都市 の景観 は芸術 作品であ る。 中世 ヨー ロッパの街 並みを継承す るヨー ロッパの都 市、例えば、 ドイツ

のフライブル グ、オース トリアの ウィー ン、チェ コのプ ラハ や、ハ ンガ リーのブタペ ス ト、スペ イ ンの ト

レ ド、イタ リアのフ ィレンツェ、ポー ラン ドのク ラクフ等々、例 をあげれば枚 挙にい とまがないほ どであ

るが、都市 景観 は さなが ら芸術 作品 とい うべき美 しさと気 品を備 えてい る。 これ に対 して、 日本 の都 市景

観 はカオスである。 ヨー ロッパ において、都 市景観 は、あ くまで も公 共空間であ り、そ こでは私 的建築物

の外観や営利活動 、クル マの利便性 に至 るまで規制 ・制約 されて当然 であ るとい う市民文化 が厳 然 と存在

している。

松 下がい うよ うに、市民文化 の成熟 は、「市民型 の政策 ・制度 によって美 しい景観 を造型」す ることに よ

って確証 でき るが、それ は 日本 文化 の変容に も連動す ることであ る。翻 れば、都 市景観 の在 り方は、市民

起 点の 「国会 内閣制 」の状況 をはか るベ ンチ ・マーキ ング ともいえ るであ ろ う。今 後、 日本 の都 市景観 が
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芸術作 品 と して衆 目か ら評価 され るとき、それ は、回 り回って、市民起 点の 「国会内閣制」が充実 した証

拠 ともいえるのであろ う。

本節は、「松下政治学」の核心的所論である市民起点の 「国会内閣制」にっいて、「松下政治学」に内在

かつ敷延 しながら、その現実的な政治的条件について省察した。松下の多くの著作 ・論文を通読すると、

同種同様の所論が繰 り返 されながら散見する。その中に、「松下政治学」が、市民起点の 「国会内閣制」に

対す る現実的な政治的条件を執拗に追求 した思索が伺える。 ここで、その現実的な政治的条件 を整理する

ならば、その内容は、歴史的条件 としての政権交代、前提条件 としてのく信託 〉に対す る 「政治的習熟」、

法 ・制度的条件 として 「市民自治の憲法理論」に基づく市民起点の 「国会内閣制」とい う整憲的な憲法解

釈、および 「官僚内閣制」から 「国会内閣制」への法 ・制度整備、並びに 「分節政治」に基づく地方分権、

実質的条件 としての市民社会における市民自治の充実と市民文化 ・日本文化の成熟、等々から構成 されて

いるといえよう。

5.「松 下政治学」の可能性:「市 民政治」における「社会 工学 」としての新 しい政 治学

それ では、市民起点の 「国会内閣制」 とい う統治 レジー ムが、 「新 しい政治」 とい う文脈 において、如何

なる現 実的可能性 を拓 くのか、 この論 点について検討す ることに よって、本稿 を締 め ることとしよ う。

松 下に よる と、 「市民政 治」の段 階は、 「工業化 が さらにす すんで農 業生産力 もたか くな るため農 業人 口

が10%を 切 って数%と な り、また第三次産業革命 として の大型 ジェ ッ ト機やITな どテ クノロジーの飛 躍的

発展 もあって、現代の都 市型社 会が 『成熟』す る2000年 前後 、先進 国か ら」始 まった と位置付 け る(松 下

2006:32)。 したが って、松 下のい う 「市民政治」は、1989年 の冷戦終結以 降、今 日へ 至 る 「新 しい政 治」

の一つ と捉 え返す ことができ る。要す るに、「新 しい政 治」の一つ と して、松 下がい うところの 「市民政 治」

が胎動 してい る次第 であ る。

こ うした文脈 の中で松下に よる興 味深 い指摘 が、「都市型社会が成立す る とき、国 レベ ルの行政機構 に権

力 ・資源 ・情報 を集 中す るく国家統 治 〉に よる 『近代化 』は終わ り、 自治体、国、国際機構 の行 政機構 に

よって分担 され る市民のシ ビル ・ミニマム保 障をめ ざした 『社会 工学』 としての く公 共管理 〉が、政 治の

課題」(松 下1998:104)と い う点であ る。 若干整理すれ ば、都 市型社 会が成 立 し、 「市民政 治」の時代が

訪れ た今 日、 「『社会 工学』 としてのく公 共管理 〉」が改めて政治の課題 にな るとい う。 ここか ら、松下は

政治 を次 の よ うに定義す る。す なわち、政治 を 「〈微分状 況 〉としては市民個 人ない し政治 家個 人の決断

を ともな うミク ロの 『構想 と選択』、つ ま り 『予測 と調整』をふま えた 『組織 と制御』の技術 とみな し、自

治体 、国、国際機構 各 レベル の政府 における政 治をそのマ クロの く積分状況 〉と位 置づけ る」 とい うので

ある(松 下2006:78)。 それ故 に、松下は、 「政治学は 『実証 ・検証』の学で あるばか りで はな く、基本は

『予測 ・調整 』『組 織 ・制御 』ない し 『構想 ・選択』、っま り 『状況 ・決断』をめ ぐる学」にな るとい う(松

下2006:4)。 要す るに、松 下において、政治 学は、 「市民政 治」にお ける 「社会工学」 としての新 しい政

治学ヘバ ージ ョン ・ア ップ され るべ きである、 と考 え られてい るわけであ る。

新 しい時代 には新 しい政治学 が市民に必要 とされ る。そ のよ うなテ キス トとして松 下は、『政策型 思考 と

政治』 を上梓 した。松下は本書 を して、「市民みず か ら、地域 レベル か ら地球 レベル まで、政策 ・制度 の策

定 ・実現 主体 として成熟 」してい くための 「視座 と条件 」を記 した ところの、「市民を起 点 と した新 しい文

法 を もつ現代政治学概論 」 と位置づ けている(松 下2006:75-76)。 田 口富久治 は、松下の 『政策型思考 と

政治』を絶賛 し、「もっ とも力の こめ られ た主著であ り、戦後政治学 のおそ らく十指 の一つ に入る傑作」(田

口2001:344)と 看倣す。

それ では、われ われは 「松 下政治 学」の成果 、 と りわけ、 「官僚 内閣制」か ら市民起点の 「国会 内閣制」
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へ の転換 とい う立論 を、どの よ うに継承すれ ば よいのであろ うか。松 下の立論 に対 して大方首肯でき よ う。

しか しなが ら、その立論 が、実践 レベル の現 実政治 に影響力 を もつ ものの、政 治学 として何 か閉 ざされた

違和感 を もつ ものである ことを禁 じ得 ない。それは、「松 下政 治学」が 「規範理論 と しての松 下政 治学」・「ア

イデ ィア としての松 下政治 学」お よび 「実践理論 としての松 下政 治学」であ るよ うに、「松 下政 治学」その

ものの在 り方 に起 因 している。

松 下が、冷戦 終結 以降の新 しい政 治の世界 と向き合 いなが らも、その新 しい政 治の世 界の基軸 とな った

グ ローバ リゼーシ ョンや新 自由主義 については、ほ とん ど触 れ られ ていない。 また、新 自由主義 の破 綻の

結果生 じた雇用破壊 、お よび市民の生存や 生活 を揺 るがす ワーキ ングプアの よ うな新 しい貧 困問題 も、同

様 の扱 いであ る。往年の松下が シ ビル ・ミニマ ム論 を展 開 していなが らである。1990年 代以 降、政治学 を

リー ドしてきた福祉 国家 レジームをめ ぐる論争 にはタ ッチ していない。 それ は無い ものねだ りなのであろ

うか。

所詮 、「松下政治学」は、松 下のい う工業化 ・民主化 ・都市化 とい う大局的 ・文 明史 的な流れ の中で、自

らの立論 の論拠 とな る政 治的条件 を探 し当て る 「政 治理論 」お よび 「政 策研 究」 とい う域 を出ない政 治学

なのであろ うか。 それ とともに、松 下がい う 「政 治理論 」は、実証 分析 の 「政 治科学」 との架橋 を意識 的

に避 けてきた。 同様 に、 「政策研 究」 も 「政策科学」のみな らず 「政治科学」 とも一線 を画 してきた。 これ

が 「松下政 治学」のス タンス とい えば、それまでで あるが、「政治理論」と 「政策研究 」お よび 「政治科学」

は関連 し合 わない ものなのであろ うか。

特 に、1990年 代以 降の福祉 国家 レジーム論 をは じめ、新制度論、拒否権 プ レイヤー論 、政 策 コ ミュニテ

ィ/ネ ッ トワー ク論 、政 治的言説 に関す る研 究な どの 「政治 科学」には瞠 目に値 す るものがあ り、松 下の

「政 治理論 」や 「政策研 究」 とも関連 しつつ、松 下の立論 を補強 ・支持 しえるといえ る。 したがって、大

嶽秀夫 が松 下に対 し、「自らの 『理論』の形 成 とい う課題 に、ほ とん ど素手で、かっ孤立無援 のまま立ち向

かってい る。『理論家』としての彼 の議論 が深み を欠 き、何 冊 もの著作 を書きなが らほ とん ど同 じ議論 の繰

り返 しに終 わってい るのは、以上の理 由か ら、彼 が対話す べ き相 手を(同 時代人 にも、過 去の思想 家 にも)

もつ ことができなかったためであ るよ うに思われ る」(大 嶽1999:22)と い う辛辣 な不満 をもらすの も無

理 がないであろ う。

それ は ともか くとして、松 下が唱導 してきた市民起点の 「国会内閣制 」 とい う統治 レジームへの転 換が

着手 されつ つある現 在、それ が 「新 しい政治 」 とい う文脈 において、 どの よ うな現実的な可能性 を拓 くの

であろ うか。 「市民政治 」の時代 へ移行 しつつあ るとき、改めて松 下がい うよ うに、 「市民が もつ新 しい政

治へ の可能性 」(松 下2006:44)と い うものが問われ る。 これ に関連 して、松 下は2009年 の政権 交代の直

前 に次 の よ うに所論 を記 した。

21世 紀で は、たえず加速す る状況 ・構造 の変化 に対応 して、市場 と計画をその中間の どこかでバ ラン

ス させ る、個別 ・具体の 《政策 ・制 度づ く り》 が、経 済ない し政 治の主題 となってい る。 くわえて、 こ

の政策 ・制度 づ く りの正統性 は、 自治 体、国、あ るいは各 国際機構 、それ ぞれ の議会 での く合 意 〉に よ

っては じめて確保 され るため、経 済か らみて も、議会 をめ ぐる多元 ・重層型 への政治 再構 築 こそが、政

党の選択 とあてまって、問われ ることにな る。

とすれ ば、2000年 代にはいって、政治 ・行政 はもちろん、経済 ・財政 、また文化 ・理論 にお ける、官

僚中軸 の 「国家統治」とい う思考の終焉、「市民 自治」を起点 とす る多元 ・重層型へ の社会 ・政 治の転型

ない し再構築 が要請 され てい るとみ るべきであ ろ う(松 下2009:xi)。

新 しい政治 の第一 局面がグ ローバ リゼーシ ョンに対応す る新 自由主義 をめ ぐる政 治であった。 第二局面
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がポス ト新 自由主義 をめ ぐる政 治であ るに して も、その延長線 の上に、 どの よ うな新 しい政 治が待 ち受け

てい るのであろ うか。遠 か らず 、市民起 点の 「国会 内閣制 」 とい う統治 レジーム もしくは 「多元 ・重層型

へ の社会 ・政 治」が 「標準装備」 され るで あろ う。その上 で、「市場 と計 画をその中間の どこかでバ ランス

させ る、個別 ・具体 の 《政策 ・制度づ く り》」 をめぐる 「市民政治」が、わが国にお ける第 二局面 の 「新 し

い政治 」の主役 に躍 り出る現実 的可能性 がある。「主権 主体 、政策主体 、研究主体」として、キャパ シテ ィ ・

ビルデ ィング した市民が、 「グ リー ン ・ニューデ ィール」 とい う環境産 業を基 軸に据 えた産業構 造の転換 、

そ して産業 と雇用 と福祉 と教 育 とを連動 させ る 「21世紀型社会民主主義」とい う政治的アイデ ィア を射程

に収 めなが ら市民活動 が活性化す るな らば、松 下がい う 「市民政治」は現実的に展開 され ることであ ろ う。

尚、われわれ は、「松 下政 治学」の成果 を踏 まえつつ も、松下が為 し得なか った、「政治理論 」お よび 「政

策研究 」 と、現 実政 治の政治過程 を分析す る 「政 治科 学」 とを架橋 しなが ら、時代が必 要 とす る 「新 しい

政治学 」の構築 に向けて改めて取 り組 む課題 を背負 うとい えるであろ う。
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英 文 抄 訳

2009years,asaresultoftheelection,HouseofRepresentatives,itrealizedgovemmentchange,inJapan.New

govemmentwillaimtoconstructtheregimeofParliamentaryCabinetSystemthatMArSUSHITAKeiichiadvocated.

ThispaperreflectedonthechangefromBureaucratCabinetSystemtoParliamentaryCabinetSystembasedon

citizeninitiativethatisthoughtthecoreargumentofMArSUSHITA-Politics.Andalso,thispaperconsidertothe

regimeofParliamentaryCabinetSystembasedoncitizeninitiativeincontextofnewpolitics.Then,wespeculated

abouttherealpossibilityofnewregimeinsecondphaseofnewpolitics.


